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令和８年２月１０日（火）午後２時２０分から  

○教育長（篠山　充君） 　ただいまから、令和８年第２回大田原市教育委員会定例会の会議を開
きます。

○教育長（篠山　充君） 　前回会議録は、書記をもって調製させましたので、順次回覧いたしま
す。内容をご確認いただきたいと思います。

（会議録順次回覧）

○教育長（篠山　充君） 　会議録の内容についてご確認いただきましたが、前回会議録につきま
してご承認いただけますか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　異議はないようでありますので、会議録は承認されました。
　委員会閉会後、ただいまの会議録に署名をお願いいたします。

　ここで、本日付議いたします案件について変更があります。
　本日、議題が非常に多いこと 及び 渡邉委員がご欠席であることか
ら、最後の議題「市内小中学校の再編整備について」につきましては、
次回以降に延期させていただきたいと思いますが、よろしいでしょう
か。
（異議なし、の声）
　では、本日付議いたします案件は協議８件、議案８件となります。
　それでは日程に従い会議に入ります。

　日程第１ 協議第８号 大田原市教育情報セキュリティの基本方針を定
める規程を廃止する訓令の制定について を議題といたしますが、本案
件は、日程第２ 協議第９号 同セキュリティ対策基準を廃止する規程の
制定について及び 日程第３ 協議第１０号 大田原市教育情報システム
管理運営要綱の一部を改正する要綱の制定について と関連があります
ので、詳細について、一括して学校教育課長から説明をお願いします。

○学校教育課長（萩原孝夫君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　まず、協議第８号 大田原市教育情報セキュリティの基本方針を定め
る規程を廃止する訓令の制定について　につきましては、原案のとおり
承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

令和８年 第２回 大田原市教育委員会定例会 発言要旨



○教育長（篠山　充君） 　続けてお諮りいたします。
　協議第９号 同セキュリティ対策基準を廃止する規程の制定について
につきましては、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

○教育長（篠山　充君） 　続けてお諮りいたします。
　協議第１０号 大田原市教育情報システム管理運営要綱の一部を改正
する要綱の制定について　につきましては、原案のとおり承認すること
にご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第４ 協議第１１号　大田原市立小学校教育活動指導員設
置要綱を廃止する要綱の制定について を議題といたします。
　詳細について、学校教育課長から説明をお願いします。

○学校教育課長（萩原孝夫君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　協議第１１号　大田原市立小学校教育活動指導員設置要綱を廃止する
要綱の制定について　につきましては、原案のとおり承認することにご
異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第５ 協議第１２号　大田原市家庭学習用モバイルルータ
貸与要綱の制定について を議題といたします。
　詳細について、学校教育課長から説明をお願いします。

○学校教育課長（萩原孝夫君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（深澤道昭君） 　１点目ですが、現在インターネット環境が整っていない児童生徒は何
名でしょうか。
　２点目ですが、第６条「貸与期間は貸与を決定してから年度末まで」
とのことですが、必要に応じて毎年の申請が必要ですか。
　さらに、機器の取付費用は誰の負担になりますか。



○学校教育課長（萩原孝夫君） 　まず１点目ですが、インターネット環境が整っていない児童生徒は、
今年５月時点で４８名です。
　２点目ですが、本制度は年度ごとの申請となり、環境が整った時点で
モバイルルータを返却いただきます。
　３点目ですが、持ち運び可能のモバイルルータをお貸しするため、取
付工事の費用はかかりません。機器を教育委員会でお貸しし、通信費用
については各家庭でご契約ご負担をいただきます。

○委　員（深澤道昭君） 　通信については、本人が申し込むのですね。

○学校教育課長（萩原孝夫君） 　そのとおりです。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　協議第１２号　大田原市家庭学習用モバイルルータ貸与要綱の制定に
ついて につきましては、原案のとおり承認することにご異議ございま
せんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

○学校教育課長（萩原孝夫君） 　次に、日程第６ 協議第１３号　大田原市立学校学習用情報端末等貸
与要綱の一部を改正する要綱の制定について を議題といたします。
　詳細について、学校教育課長から説明をお願いします。

○学校教育課長（萩原孝夫君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　協議第１３号　大田原市立学校学習用情報端末等貸与要綱の一部を改
正する要綱の制定について につきましては、原案のとおり承認するこ
とにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第７ 協議第１４号　大田原市教育委員会における公共施
設予約システムの利用に関する規則の制定について を議題といたしま
すが、本案件は、日程第８ 協議第１５号　大田原市公民館条例施行規
則等の一部を改正する規則の制定について と関連がありますので、詳
細について、一括してスポーツ振興課長から説明をお願いします。

○スポーツ振興課長（大島　実君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（深澤道昭君） 　市のホームページから申請するということですか。



○スポーツ振興課長（大島　実君） 　現在、ホームページから申請出来るよう準備中です。今までは各施設
へ出向き申請いただいておりましたが、パソコンやスマートフォン等オ
ンラインで申請出来るようになります。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　まず、協議第１４号　大田原市教育委員会における公共施設予約シス
テムの利用に関する規則の制定について　につきましては、原案のとお
り承認することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

○教育長（篠山　充君） 　続けてお諮りいたします。
　協議第１５号　大田原市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則
の制定について　につきましては、原案のとおり承認することにご異議
ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第９ 議案第１号　大田原市ゆめみらい応援給付金基金条
例の制定について を議題といたしますが、本案件は、日程第１０ 議案
第２号　同給付金の支給に関する規則の制定について と関連がありま
すので、詳細について、一括して教育総務課長から説明をお願いしま
す。

○教育総務課長（礒　和明君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　まず、 議案第１号　大田原市ゆめみらい応援給付金基金条例の制定
について　につきましては、原案のとおり可決することにご異議ござい
ませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○教育長（篠山　充君） 　続けてお諮りいたします。
　議案第２号　同給付金の支給に関する規則の制定について　につきま
しては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。



○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第１１ 議案第３号　大田原市行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の
制定について を議題といたしますが、本案件は、日程第１２ 議案第４
号　同条例施行規則の一部を改正する規則の制定について と関連があ
りますので、詳細について、一括して学校教育課長から説明をお願いし
ます。

○学校教育課長（萩原孝夫君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　まず、議案第３号　大田原市行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○教育長（篠山　充君） 　続けてお諮りいたします。
　議案第４号　同条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
につきましては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第１３ 議案第５号　大田原市就学援助費支給要綱の一部
を改正する要綱の制定について を議題といたします。
　詳細について、学校教育課長から説明をお願いします。

（説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○教育長（篠山　充君） 　質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第５号　大田原市就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱の制
定について につきましては、原案のとおり可決することにご異議ござ
いませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第１４ 議案第６号　大田原市特別支援教育就学奨励費支
給要綱の一部を改正する要綱の制定について を議題といたします。
　詳細について、学校教育課長から説明をお願いします。

○学校教育課長（萩原孝夫君） （説明を行う）



○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

（質疑を行う）

○学校教育課長（萩原孝夫君） 　質疑は無いようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第６号　大田原市特別支援教育就学奨励費支給要綱の一部を改正
する要綱の制定について につきましては、原案のとおり可決すること
にご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第１５　議案第７号　令和７年度教育委員会関係補正予算
について を議題といたします。
　詳細について、関係課長から説明をお願いします。

○教育総務課長（礒　和明君） （説明を行う）
○生涯学習課長（伊藤甲文君） （説明を行う）
○スポーツ振興課長（大島　実君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（深澤道昭君） 　マラソンへの寄附は、毎年ありますか。

○スポーツ振興課長（大島　実君） 　大田原マラソン大会組織委員会への寄附や協賛金はありますが、市へ
の寄附は珍しいケースです。

○委　員（深澤道昭君） 　大田原マラソン大会の知名度が高くなり、寄附が増えてくるといいと
思います。

○スポーツ振興課長（大島　実君） 　今回寄附くださった方は、大田原マラソン大会を見て、市へ寄附した
いと思われたようです。

○委　員（川上聖子君） 　図書購入に対する寄附は毎年あると思いますが、電子図書等も購入し
ますか。

○生涯学習課長（伊藤甲文君） 　大信文庫といって、児童専用図書のスペースに設置するものを購入す
るので、電子図書ではなく紙の本を予定しております。

○委　員（川上聖子君） 　学校に設置されますか。

○生涯学習課長（伊藤甲文君） 　こちらは、大田原図書館に設けたコーナーに置いてあります。

○委　員（深澤道昭君） 　大田原信用金庫の寄附は、どのようなきっかけで始まりましたか。

○教育部長（君島　敬君） 　平成２０年の２月に創立８０周年を期して、社会貢献活動の一環とし
て始めたものです。今回の寄附で総額約１，４００万円になります。当
初は本のみならずＣＤ等の視聴覚機器の購入もあったようで、これまで
で約６，４００点にのぼります。



○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第７号　令和７年度教育委員会関係補正予算について につきま
しては、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○教育長（篠山　充君） 　次に、日程第１６　議案第８号　令和８年度教育委員会関係予算につ
いて を議題といたします。
　詳細について、教育総務課長から順番に説明をお願いします。

○教育総務課長（礒　和明君） （説明を行う）
○学校教育課長（萩原孝夫君） （説明を行う）
○生涯学習課長（伊藤甲文君） （説明を行う）
○スポーツ振興課長（大島　実君） （説明を行う）

○教育長（篠山　充君） 　説明が終わりましたので、質疑を行います。

○委　員（川上聖子君） 　ＬＥＤのリース料が計上されていますが、何年間の契約ですか。

○スポーツ振興課長（大島　実君） 　現在、ＬＥＤへの更新工事をしているところで、リースは来年度から
令和１７年度までの１０年間契約になります。

○委　員（川上聖子君） 　工事費や物価の高騰を考えると、このタイミングのＬＥＤへの切り替
えとリース契約の締結はよかったと思います。

○委　員（深澤道昭君） 　青少年交流事業のスケジュールについて、来年度の内容を再確認させ
てください。

○生涯学習課長（伊藤甲文君） 　小学生は井原市へ行く年度であり１１０万円の予算、中学生はウェス
トコビナへ行く年度であり３５０万円の予算、高校生はセントアンド
リュースから４名の受け入れを予定しており１６０万年の予算となりま
す。なお、交流事業はすべて夏休み期間中の実施を予定しており、７月
３１日から小学生、中学生、高校生と集中的な実施となる見通しです。

○委　員（深澤道昭君） 　大変な事業ですが、子ども達にはとてもいい経験になると思います。

○教育長（篠山　充君） 　ほかに質疑はないようでありますので、質疑を終わります。
　お諮りいたします。
　議案第８号　令和８年度教育委員会関係予算について につきまして
は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

○教育長（篠山　充君） 　ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

　次の 協議第１６号「市内小中学校の再編整備について」につきまし
ては、先ほども申し上げましたように、次回以降取り上げてまいります
ので、引き続き皆様のご意見ご提案をいただけますようよろしくお願い
いたします。



　以上をもちまして、本日予定されました案件はすべて議了いたしまし
た。

　次に、次第４ その他 に移ります。
　各課長から、お知らせがあれば順番にお願いします。

○教育総務課長（礒　和明君） （お知らせ）
○学校教育課長（萩原孝夫君） （お知らせ）
○生涯学習課長（伊藤甲文君） （お知らせ）
○スポーツ振興課長（大島　実君） （お知らせ）

○教育長（篠山　充君） 　委員さんから何かありますか。
　事務局から何かありますか。

○教育長（篠山　充君） 　それでは、以上をもちまして令和８年第２回大田原市教育委員会定例
会を閉会いたします。
　お疲れ様でした。

閉会：午後３時４０分



令和8年3月11日

教育長

委　 員

委　 員

委　 員

委　 員

委　 員

調製者

　この会議録は、令和８年２月１０日に調製されたものであるが、その内容に相違ないことを
認め、ここに署名する。


